
第１回 雲南市空き家対策協議会 

令和 6年 2月 21 日 資料 No.2 

 

空き家対策事業の実施状況 

《事業関係図》 

 

１．空き家対策普及啓発事業 

（１）啓発パンフレット「空き家のはなし」の発行【P.3～P.4】 

〇令和５年度版の作成 

〇空き家所有者へ意向調査書や改善依頼書の送付に合わせ配布 

〇空き家に関する相談時に市の取り組みを説明 

 

（２）意向調査の実施【P.5～P.6】 

  〇未調査先又は令和２年度以前に実施した先への再調査として意向調査票を配布 

   R5.12.22 662 件へ配布。１月末時点で 160 件回答。(回答率 24%) 

 

（３）市報「うんなん」への掲載【P.7～P.8】 

〇令和５年８月号・・・・・空き家に関する啓発と事業紹介 

〇令和５年５月、１１月号・住まいに関する助成制度（危険空き家除却事業補助金） 

 

（４）自治会への回覧【P.9】 

  〇令和５年１２月・・・市内全域の自治会へ空き家問題に関する周知チラシを配布 
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（５）㈱サイネックス「空き家対策パンフレット（雲南市版）」の配布 

  〇各交流センターへ配布 

 

（６）相続相談キャラバン 2023in しまねへ参加 

  〇島根県司法書士会主催。雲南会場はアスパルで開催。(R5.11.29) 

  〇相続全般や空き家に関して 18 件の相談。 

 

２．空き家情報マッチング制度（令和 6年 1月 31 日現在）【P.10】 

（データベースに登録する空き家件数 766 件） 

（１）制度案内送付件数 686 件 89.4%〔686/766〕 

（２）利用申込・物件情報提供件数 86 件 12.5%〔 86/686〕 

① 大東町 29 件  

② 加茂町 8 件  

③ 木次町 11 件  

④ 三刀屋町 15 件  

⑤ 吉田町 6 件  

⑥ 掛合町 17 件  

（３）所有者情報提供依頼件数 24 件 27.9%〔 24/ 86〕 

① 大東町 9 件  

② 加茂町 3 件  

③ 木次町 5 件  

④ 三刀屋町 7 件  

（４）成立件数 1 件  

 

３．危険空き家除却事業補助金（令和 6年 1月 31 日現在）【P.11～P.12】 

〔 〕は R4 年度 

（１）事前調査申込件数 5 件〔10件〕 

（２）補助対象件数 1 件〔 2件〕 

（３）交付申請件数 2 件〔 0件〕 

（４）交付決定件数 2 件〔 0件〕 

（５）補助対象に該当しない理由 

①不良度判定が基準点未満   

②隣接道路が対象路線外       

③軒の高さが隣接道路までの距離未満 

 

4 件〔 5 件〕 

0 件〔 1 件〕 

0 件〔 2 件〕 

（６）補助対象に該当するが交付申請しなかった理由 

①次年度以降に実施 

②市外事業者で実施 

③敷地内の全ての建物を除却しない 

0 件〔 1件〕 

0 件〔 1 件〕 

0 件〔 0 件〕 
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様式第５号（1/2）表面  
発 送 日 令和 5年 12 月 22 日 

〒 

 

管理番号  

 
〒699-1392 島根県雲南市木次町里方 521-1 

雲南市役所 空き家対策室 

TEL:0854-40-1066 FAX:0854-40-1069 

e-mail:toshikeikaku@city.unnan.shimane.jp 

様 

意 向 調 査 票 

この調査票は、雲南市が空き家と判定した建物の所有者に送付しております。 

貴方様が所有されている建物について、各設問の該当する項目の数字に〇をつけてご回答ください。 

ご回答いただきましたら、同封の返信用封筒でご返送ください。 

建物の所在地  

調査票記入者 
氏  名 代理記入の場合は

所有者との続柄 

 

 
電話番号 

 
※電話番号の記入は任意で結構です。 

【問 1】この建物は貴方の所有ですか。（該当するもの一つに〇をつけてください） 

１．はい （ 個人所有 ・ 共有者あり ）  ３．その他（                     ） 

２．いいえ （所有者名：                                    ） 

【問２】この建物の現在の使用状況についてご回答ください。（該当するもの一つに〇をつけてください）  

１．居住している ６．使用している（用途：             ） 

２．すでに売却した（    年    月頃） ７．使用していないが管理している  

３．既に解体した （    年    月頃） ８．使用も管理もしていない  

４．今後売却を予定（    年    月頃） ９．その他（                   ） 

５．今後解体を予定（    年    月頃）   

👉１～３を選択された方は、以上で調査終了です。同封の返信用封筒でご返送ください。 

【問３】この建物の管理についてご回答ください。（該当するもの一つに〇をつけてください） 

１．管理している ３．管理を依頼している 

２．管理していない ４．その他  

【問４】この建物の今後についてお聞かせください。（該当するもの一つに〇をつけてください） 

１．自分または家族が居住する ４．そのままにしておく  

２．住宅以外の用途で使用する ５．その他（                                  ） 

３．処分等をしたい   

👉３を選択された方は、【問５】へお進みください。３以外を選択された方は、【問６】へお進みください。 

調査票は裏面に続きます。 

○ 
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様式第５号（2/2）裏面 

【問５】処分等について貴方の意向をお聞かせください。（該当するもの一つに〇をつけてください） 

１．売りたい  ４．建物を解体して土地は保有したい 

２．貸したい ５．寄付または無償譲渡したい 

３．建物を解体して土地も処分したい ６．その他（                                  ） 

【問６】この建物でお困りのことがあれば、お聞かせください。（該当するもの全てに〇をつけて下さい）  

１．解体したいが費用が無い、または不足する ５．管理を依頼したいが、依頼先が分らない  

２．解体したいが工事の依頼先が分らない ６．片付けをしたいが、業者の依頼先が分らない  

３．処分したいが、依頼先が分らない ７．その他  

４．売買や賃貸の相手先が見付からない （                                            ） 

【問７】この建物についてのご相談、または市の空き家対策についてご意見があればご記入ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※意向調査は以上で終了です。同封の返信用封筒でご返送ください。 

※空き家に関するご相談、お問い合わせは、表記担当までご連絡ください。 
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令和5年8月掲載
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令和5年11月掲載

令和5年5月掲載
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空き家情報マッチング制度のご案内 

 

 

 

空き家情報マッチング制度に関するお問い合わせは 

雲南市役所 建設部 空き家対策室 

〒699-1392 島根県雲南市木次町里方 521-1  ホームページ http://www.city.unnan.shimane.jp/ 

TEL 0854-40-1066  FAX 0854-40-1069   E-mail toshikeikaku@city.unnan.shimane.jp
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雲南市危険空き家除却事業補助金のご案内 

補助対象建築物（次の各号のすべてを満たしているもの） 

補助対象者（次の各号のいずれかに該当するもの） 

 

補助対象事業（次の各号のいずれかに該当するもの） 

補助対象経費及び補助金額 

申請受付 
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事業期間 

 

補助申請の流れ 
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